
報告第１４号 

 

継続費の継続年度終了による精算について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規定によ

り、平成２１年度に終了した継続費の精算について、別紙継続費精算報告書の

とおり報告する。 

  平成２２年９月３日提出 

市川市長  大 久 保  博    

 

 














